
「新型コロナウィルス感染症出席停止期間の基準」早見表
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◎新型コロナウィルス感染症の出席停止期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を

経過するまで」です。

◎発症した日から数えると、6日間の出席停止が必要ということになります。

◎発症後5日以降に症状が軽快した場合（例5）は、出席停止期間が延⾧されます。
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